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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　風向を調整する風向調整板と、該風向調整板を回動可能に吊り支持する支持体とを備え
た風向調整機構であって、
　前記風向調整板の一端部には、前記支持体に回動可能に係合する座部が設けられ、
　前記支持体には、前記座部と係合する係合凹部が形成され、前記係合凹部の側壁から前
記座部の上方に向かって突き出し、前記座部を摺動可能に保持する保持部が設けられてお
り、
　前記座部と前記支持体のうち、一方には溝部が形成され、他方には前記溝部に嵌合する
係合突起部が形成されており、
　前記風向調整板が回動した際の特定の位置にて前記溝部と前記係合突起部とが嵌合する
　ことを特徴とする風向調整機構。
【請求項２】
　前記座部は、円板形状であり、
　前記支持体は、弾性変形が可能な片持ち片を有し、
　前記座部と前記片持ち片のうち、一方には前記溝部が形成され、他方には前記係合突起
部が形成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の風向調整機構。
【請求項３】
　前記風向調整板の前記座部は円形の座面を有し、
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　該座面には前記溝部が形成され、
　前記片持ち片には前記係合突起部が形成される
　ことを特徴とする請求項２に記載の風向調整機構。
【請求項４】
　前記座部の外周には前記溝部が形成され、
　前記片持ち片には前記係合突起部が形成される
　ことを特徴とする請求項２に記載の風向調整機構。
【請求項５】
　前記溝部の幅寸法は、前記係合突起部の幅の最大寸法と同一であり、
　前記溝部の深さ寸法は、前記係合突起部の高さ寸法より長く構成された
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の風向調整機構。
【請求項６】
　前記溝部の幅寸法は、前記係合突起部の幅の最大寸法よりも短く構成された
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の風向調整機構。
【請求項７】
　前記係合突起部の長尺方向における断面形状は、台形形状、三角形状、円弧形状のいず
れかである
　ことを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載の風向調整機構。
【請求項８】
　前記支持体には、前記座面が摺動可能に接面する支持面が形成されることを特徴とする
請求項３に記載の風向調整機構。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の風向調整機構を備えた空気調和機であって、
　前記特定の位置は、前記風向調整板が前記空気調和機の左右方向に直交する正面向きと
なる位置であることを特徴とする空気調和機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、風向調整板の位置決め構造を備えた風向調整機構、及びその風向調整機構を
備えた空気調和機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、空気調和機の室内機の吹出口には、吹出し気流の風向を左右方向に調整するため
の風向調整板が設けられている。この風向調整板は、左右方向に回転軸を中心として回動
可能に構成されている。そして、駆動源であるモータの回転運動を複数のリンクやジョイ
ントを介して風向調整板を回転させている（例えば、特許文献１を参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－３００４６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来の空気調和機の風向調整板は、駆動源であるモータの回転運動を複数のリンクやジ
ョイント等の駆動機構を介して回転するため、風向調整板まわりの駆動機構における組み
付けのばらつきにより、風向調整板を特定の位置に固定させることが難しかった。例えば
運転停止時に室内機本体の左右方向に対して直角となる正面方向に固定位置を設定しても
、正確に風向調整板の位置決めがなされず、ユーザから見て風向調整板が正面向きに揃わ
ないため、意匠性の悪さからユーザの不快感、不安感につながるという問題があった。
【０００５】
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　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたもので、風向調整板まわりの駆
動機構における組み付けのばらつきがあっても、風向調整板を特定の方向に正確に位置決
めすることを可能にし、意匠性に優れた風向調整機構、及びその風向調整機構を備えた空
気調和機を得ることを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る風向調整機構は、上記課題を解決するためになされたものであり、風向を
調整する風向調整板と、風向調整板を回動可能に吊り支持する支持体とを備えた風向調整
機構であって、風向調整板の一端部には、支持体に回動可能に係合する座部が設けられ、
支持体には、座部と係合する係合凹部が形成され、係合凹部の側壁から座部の上方に向か
って突き出し、座部を摺動可能に保持する保持部が設けられており、座部と支持体のうち
、一方には溝部が形成され、他方には溝部に嵌合する係合突起部が形成されており、風向
調整板が回動した際の特定の位置にて溝部と係合突起部とが嵌合するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明による風向調整機構によれば、風向調整板まわりの駆動機構における組み付けの
ばらつきがあっても、風向調整板を特定の方向に正確に位置決めすることを可能にし、意
匠性に優れた風向調整機構、及びその風向調整機構を備えた空気調和機を得ることが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１に係る空気調和機における室内機の分解斜視図である。
【図２】実施の形態１に係る空気調和機における室内機の断面図である。
【図３】実施の形態１に係る空気調和機における室内機の風向調整機構部分の詳細断面図
である。
【図４】実施の形態１に係る空気調和機における室内機の風向調整機構部分の斜視図であ
る。
【図５】実施の形態１に係る空気調和機におけるドレンパン組立体の下面斜視図である。
【図６】実施の形態１に係る空気調和機におけるドレンパン組立体の上面斜視図である。
【図７】実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の斜視図である。
【図８】実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の別方向からの斜視図であ
る。
【図９】実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の平面図である。
【図１０】実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の分解斜視図である。
【図１１】実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の拡大分解斜視図である
。
【図１２】実施の形態１に係る空気調和機における支持体の拡大斜視図である。
【図１３】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の拡大斜視図である。
【図１４】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の別方向の拡大斜視図
である。
【図１５】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部の拡大斜視図で
ある。
【図１６】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体との係合部を
示した斜視図である。
【図１７】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体との係合部を
示した断面図である。
【図１８】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体とが特定位置
で固定されたときの断面図である。
【図１９】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体とが特定位置
以外で回動しているときの断面図である。
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【図２０】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片持
ち片とが特定位置で係合したときの図１８におけるＡ－Ａ断面図である。
【図２１】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片持
ち片とが特定位置で係合したときの別の例の図１８におけるＡ－Ａ断面図である。
【図２２】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片持
ち片とが特定位置で係合したときのさらに別の例の図１８におけるＡ－Ａ断面図である。
【図２３】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体とが特定位置
で固定されたときの別の例の断面図である。
【図２４】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片持
ち片とが特定位置で係合したときの図２３におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図２５】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片持
ち片とが特定位置で係合したときの別の例の図２３におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図２６】実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片持
ち片とが特定位置で係合したときのさらに別の例の図２３におけるＢ－Ｂ断面図である。
【図２７】実施の形態２に係る空気調和機における支持体の拡大斜視図である。
【図２８】実施の形態２に係る空気調和機における左右風向調整板の座部の拡大斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、以下に説明する実施の形
態によって本発明の風向調整機構に限定されるものではない。また、以下の図面では各構
成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場合がある。
【００１０】
実施の形態１．
　はじめに、実施の形態１に係る空気調和機の風向調整機構の概略構造を図１～図６を参
照して説明する。
　図１は、実施の形態１に係る空気調和機における室内機の分解斜視図である。
　図２は、実施の形態１に係る空気調和機における室内機の断面図である。
　図３は、実施の形態１に係る空気調和機における室内機の風向調整機構部分の詳細断面
図である。
　図４は、実施の形態１に係る空気調和機における室内機の風向調整機構部分の斜視図で
ある。
　図５は、実施の形態１に係る空気調和機におけるドレンパン組立体の下面斜視図である
。
　図６は、実施の形態１に係る空気調和機におけるドレンパン組立体の上面斜視図である
。
【００１１】
　図１に示すように室内機は、前面筐体１と、表示パネル２と、フィルタユニット３と、
ドレンパン組立体４と、熱交換器ユニット５と、送風ファンユニット６と、基台７と、に
より大きく構成されている。
　基台７は、略箱型に形成され、空気調和機の室内機の背面側に設けられる。基台７には
、室内空気と冷媒との熱交換を行う熱交換器ユニット５と、熱交換器ユニット５に室内空
気を供給する送風ファンユニット６と、ドレンパンとともに吹出口の構成部材を一体化し
たドレンパン組立体４と、意匠部品である前面筐体１と、が取り付けられる。
【００１２】
　この室内機は、送風ファンユニット６が駆動すると、室内機上面より室内空気を吸込み
、熱交換器ユニット５に室内空気を通過させることによって熱交換し冷気や暖気を生成す
る。そしてその冷気または暖気を吹出口を介して室内へ送風する。
【００１３】
　ドレンパン組立体４について説明する。図２、３に示すように、熱交換器ユニット５の
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下方には熱交換器ユニット５で発生する結露水を受けるドレンパン組立体４が配置されて
いる。ドレンパン組立体４は、熱交換器ユニット５の結露水を受けるドレンパン部１２、
上下風向調整板８、左右風向調整板９、により構成されている。上下風向調整板８は吹出
口の下面を覆うように室内機の左右方向に２分割されて設置されている。左右風向調整板
９は、図４～６に示すようにこの上下風向調整板８に対して室内機の内側に、室内機の左
右方向に並列して複数枚配置されている。
　上下風向調整板８及び左右風向調整板９は回動可能で、送風ファンユニット６により送
風された空気の上下方向または左右方向の風向を調整する。
【００１４】
　左右風向調整板９の回動機構について説明する。
　図７は、実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の斜視図である。
　図８は、実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の別方向からの斜視図で
ある。
　図９は、実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の平面図である。
　図１０は、実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の分解斜視図である。
　図１１は、実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板部分の拡大分解斜視図であ
る。
【００１５】
　左右風向調整板９の回動機構は、複数の左右風向調整板９と、左右風向調整板９を支持
する支持体１０と、回動の動力となるモータ１４と、棒形状の接続体１３と、各左右風向
調整板９を連結する連結棒１１と、により構成される。
　支持体１０は、ドレンパン組立体４の一部を構成し、複数の左右風向調整板９は略等間
隔の距離を隔てて支持体１０に取り付けられている。
【００１６】
　そして、複数の左右風向調整板９には、連結棒１１の挿入穴１１ａに係合する突起部９
ａが形成され、挿入穴１１ａに対して回動自在に係合する。連結棒１１は、接続体１３を
介してモータ１４に接続され、モータ１４の回転駆動を接続体１３を介して左右風向調整
板９に伝達することで、複数の左右風向調整板９を同時に回動させる。
　左右風向調整板９、支持体１０等は可とう性を有する樹脂材料（例えば、ＡＢＳ、ポリ
プロピレン、ポリエチレン、ポリカーボネート等）で成形されている。
【００１７】
　次に、支持体１０の構成について説明する。
　図１２は、実施の形態１に係る空気調和機における支持体の拡大斜視図である。
　図１２に示すように支持体１０には、左右風向調整板９を取り付けるための係合凹部１
０ａが複数形成されている。係合凹部１０ａは平面視において略Ｕ字状の支持面１０ｂを
底面としており、支持面１０ｂの略中央には左右風向調整板９の回転軸となる円筒形状の
軸部１０ｃが立設されている。
【００１８】
　また、係合凹部１０ａの対向する二位置には、左右風向調整板９が軸部１０ｃから抜け
落ちるのを防止する保持部１０ｄが形成されている。
　さらに、略Ｕ字状の係合凹部１０ａの頂部には、切欠部１０ｇにより断面Ｌ字形状に形
成された片持ち片１０ｅが設けられている。片持ち片１０ｅは、断面Ｌ字形状の一端部を
支持体１０に接合して形成されている。そして、他端部は自由端として弾性変形できるよ
うに構成され、支持面１０ｂと同一平面上に上面を設定された先端部１０ｆを有している
。
　片持ち片１０ｅの先端部１０ｆの上面には、左右風向調整板９の取付方向に突出する係
合突起部１０ｈが形成されている。
【００１９】
　次に、左右風向調整板９の構成について説明する。
　図１３は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の拡大斜視図である
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。
　図１４は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の別方向の拡大斜視
図である。
　図１５は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部の拡大斜視図
である。
【００２０】
　図１３～１５に示すように風向を調整する平板状の羽根部９ｂと、羽根部９ｂが取り付
けられる基部９ｃと、基部９ｃに形成され連結棒１１の挿入穴１１ａに係合する突起部９
ａと、基部９ｃに接続され、支持体１０に係合する円板形状の座部９ｄと、により大きく
構成されている。
【００２１】
　座部９ｄの座面９ｆ中央には、支持体１０の軸部１０ｃが挿入される軸孔９ｅが開口し
ている。また、座部９ｄの外周における対向する二位置には、切欠部９ｇが形成されてい
る。
　そして、座面９ｆ上には、羽根部９ｂと平行となる位置に溝部９ｈが形成されている。
【００２２】
　このように構成された左右風向調整板９と支持体１０とを係合した構成を説明する。
　図１６は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体との係合部
を示した斜視図である。
　図１７は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体との係合部
を示した断面図である。
【００２３】
　左右風向調整板９を支持体１０に取り付ける際には、左右風向調整板９の切欠部９ｇを
支持体１０の保持部１０ｄの位置に合わせ、軸部１０ｃを軸孔９ｅに挿入して座面９ｆが
支持面１０ｂに接面するまで押し込む。そして左右風向調整板９を回転させ、保持部１０
ｄが座部９ｄを抑えることで、左右風向調整板９が支持体１０から外れない係合状態とす
る。図１６は、この左右風向調整板９と支持体１０との係合状態を示している。
【００２４】
　左右風向調整板９と支持体１０との係合状態では、図１７に示すように左右風向調整板
９の座面９ｆが支持面１０ｂに接面した状態となっている。そして、左右風向調整板９は
支持体１０の軸部１０ｃを中心軸として回動自在に保持される。
【００２５】
　ここで、左右風向調整板９の向きを支持体１０に対して特定の方向に固定する位置決め
機構について説明する。
　図１６、１７における左右風向調整板９と支持体１０との係合状態において、左右風向
調整板９が回動すると、特定の位置（例えば室内機の左右方向に対して直角の正面向き）
で支持体１０の係合突起部１０ｈが左右風向調整板９の座面９ｆに形成された溝部９ｈに
嵌合する。図１７は、この時の状態の断面を示しており、溝部９ｈ内に係合突起部１０ｈ
が嵌合した状態となっている。
【００２６】
　この位置決め機構についてさらに説明する。
　図１８は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体とが特定位
置で固定されたときの断面図である。
　図１９は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体とが特定位
置以外で回動しているときの断面図である。
【００２７】
　実施の形態１に係る支持体１０の片持ち片１０ｅは、左右風向調整板９が回動した際に
、特定の位置（例えば室内機の左右方向に対して直角の正面向き）以外で図１９に示すよ
うに係合突起部１０ｈが座面９ｆに乗り上げる形で弾性変形する。
　また、左右風向調整板９が回動して特定の位置となった時には、片持ち片１０ｅの係合
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突起部１０ｈが左右風向調整板９の座面９ｆに形成された溝部９ｈに嵌合し、図１８のよ
うに片持ち片１０ｅの弾性変形が解除される。
【００２８】
　このように、左右風向調整板９の位置決め機構を特定の位置（例えば室内機の左右方向
に対して直角の正面向き）で支持体１０の係合突起部１０ｈが左右風向調整板９の座面９
ｆに形成された溝部９ｈに嵌合する構成とすることで、非常に簡単な構成で正確な位置決
めを実現することができる。
　また、左右風向調整板９が回動し、特定の位置以外となっている時には、片持ち片１０
ｅの係合突起部１０ｈが座部９ｄの座面９ｆに乗り上げる形で片持ち片１０ｅが弾性変形
して座部９ｄが押さえ付けられるため、気流が羽根部９ｂに当たることによるびびり音を
抑制する効果がある。
【００２９】
　ここで、支持体１０の係合突起部１０ｈが左右風向調整板９の溝部９ｈに嵌合した際の
断面形状について説明する。
　図２０は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片
持ち片とが特定位置で係合したときの図１８におけるＡ－Ａ断面図である。
　図２１は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片
持ち片とが特定位置で係合したときの別の例の図１８におけるＡ－Ａ断面図である。
　図２２は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片
持ち片とが特定位置で係合したときのさらに別の例の図１８におけるＡ－Ａ断面図である
。
【００３０】
　図２０に示す係合突起部１０ｈは断面が台形形状であり、溝部９ｈの幅寸法に対して係
合突起部１０ｈの幅の最大寸法が同一寸法に設定されている。
　同様に図２１に示す係合突起部１０ｈは断面三角形状であり、溝部９ｈの幅寸法に対し
て係合突起部１０ｈの幅の最大寸法が同一寸法に設定されている。
　同様に図２２に示す係合突起部１０ｈは断面円弧形状であり、溝部９ｈの幅寸法に対し
て係合突起部１０ｈの幅の最大寸法が同一寸法に設定されている。
　また、溝部９ｈの深さ寸法は、係合突起部１０ｈの高さ寸法より長く設定されている。
【００３１】
　図２０～２２に示す断面形状による位置決め機構によれば、ずれがなく特定の位置で係
合突起部１０ｈ及び溝部９ｈが嵌合するため、左右風向調整板９の位置を正確に固定する
ことが可能になる。また、係合突起部１０ｈの断面形状を台形形状、三角形状、円弧形状
としたため、係合突起部１０ｈが溝部９ｈを乗り越えてスムーズに固定位置から外れ、小
さいモータのトルクで左右風向調整板９を駆動することが可能になる。
【００３２】
　さらに、支持体１０の係合突起部１０ｈが左右風向調整板９の溝部９ｈに嵌合した際の
断面形状の別の例について説明する。
　図２３は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板と支持体とが特定位
置で固定されたときの別の例の断面図である。
　図２４は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片
持ち片とが特定位置で係合したときの図２３におけるＢ－Ｂ断面図である。
　図２５は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片
持ち片とが特定位置で係合したときの別の例の図２３におけるＢ－Ｂ断面図である。
　図２６は、実施の形態１に係る空気調和機における左右風向調整板の座部と支持体の片
持ち片とが特定位置で係合したときのさらに別の例の図２３におけるＢ－Ｂ断面図である
。
【００３３】
　図２４に示す係合突起部１０ｈは断面が台形形状であり、溝部９ｈの両縁に係合突起部
１０ｈの台形形状の対向する二辺が当接して嵌合する。
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　同様に図２５に示す係合突起部１０ｈは断面三角形状であり、溝部９ｈの両縁に係合突
起部１０ｈの三角形状の二辺が当接して嵌合する。
　同様に図２６に示す係合突起部１０ｈは断面円弧形状であり、溝部９ｈの両縁に係合突
起部１０ｈの円弧形状の周縁が当接して嵌合する。
　すなわち、溝部９ｈの幅寸法は、係合突起部１０ｈの幅の最大寸法より短く設定されて
いる。
【００３４】
　図２３～２６に示す断面形状による位置決め機構によれば、係合突起部１０ｈと溝部９
ｈの加工精度が若干悪くても、ずれがなく特定の位置で係合突起部１０ｈ及び溝部９ｈが
嵌合するため、左右風向調整板９の位置を正確に固定することが可能になる。また、係合
突起部１０ｈの断面形状を台形形状、三角形状、円弧形状とし、さらに、係合突起部１０
ｈの先端側のみが溝部９ｈに嵌合するため、係合突起部１０ｈが溝部９ｈを乗り越えてス
ムーズに固定位置から外れ、さらに小さいモータのトルクで左右風向調整板９を駆動する
ことが可能になる。
【００３５】
　なお、実施の形態１に係る風向調整板の位置決め機構では、支持体１０に係合突起部１
０ｈを設け、左右風向調整板９に溝部９ｈを設けた構成を説明したが、支持体１０に溝部
を設け、左右風向調整板９に係合突起部を設ける構成としてもよい。
【００３６】
　このような実施の形態１に係る空気調和機の左右風向調整板９の構成によれば、風向調
整板まわりの駆動機構における組み付けのばらつきがあっても、非常に簡単な構成で風向
調整板を特定の方向に正確に位置決めすることを可能にし、意匠性に優れた風向調整機構
、及びその風向調整機構を備えた空気調和機を得ることが可能となる。
【００３７】
実施の形態２．
　実施の形態２に係る空気調和機の左右風向調整板９の向きを支持体１０に対して特定の
方向に固定する位置決め機構について説明する。
　実施の形態２に係る位置決め機構は、実施の形態１に係る位置決め機構と支持体１０の
片持ち片１０ｅ及び左右風向調整板９の座部９ｄの構成のみが異なるため、この点を説明
する。
【００３８】
　はじめに、実施の形態２に係る支持体１０の片持ち片１０ｅの構成について説明する。
　図２７は、実施の形態２に係る空気調和機における支持体の拡大斜視図である。
　図２７に示すように支持体１０には、左右風向調整板９を取り付けるための係合凹部１
０ａが複数形成されている。係合凹部１０ａは平面視において略Ｕ字状の支持面１０ｂを
底面としており、支持面１０ｂの略中央には左右風向調整板９の回転軸となる円筒形状の
軸部１０ｃが立設されている。
【００３９】
　また、係合凹部１０ａの対向する二位置には、左右風向調整板９が軸部１０ｃから抜け
落ちるのを抑える保持部１０ｄが形成されている。
　さらに、略Ｕ字状の係合凹部１０ａの頂部には、切欠部１０ｇにより断面Ｌ字形状に形
成された片持ち片１０ｅが設けられている。片持ち片１０ｅは、断面Ｌ字形状の一端部を
支持体１０に接合して形成されている。そして、他端部は自由端として弾性変形できるよ
うに構成され、軸部１０ｃ方向に突設された平面視で略矩形形状の係合先端部１０ｉが形
成されている。
【００４０】
　次に、左右風向調整板９の座部９ｄの構成について説明する。
　図２８は、実施の形態２に係る空気調和機における左右風向調整板の座部の拡大斜視図
である。
【００４１】
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　座部９ｄの座面９ｆ中央には、支持体１０の軸部１０ｃが挿入される軸孔９ｅが開口し
ている。また、座部９ｄの外周における対向する二位置には、平面視で略矩形形状の切欠
部９ｇが形成されている。
【００４２】
　このように構成された左右風向調整板９と支持体１０とを係合した構成を説明する。
　左右風向調整板９を支持体１０に取り付ける際には、左右風向調整板９の切欠部９ｇを
支持体１０の保持部１０ｄの位置に合わせ、軸部１０ｃを軸孔９ｅに挿入して座面９ｆが
支持面１０ｂに接面するまで押し込む。そして左右風向調整板９を回転させ、保持部１０
ｄが座部９ｄを抑えることで、左右風向調整板９が支持体１０から外れない係合状態とす
る。左右風向調整板９と支持体１０との係合状態では、左右風向調整板９の座面９ｆが支
持面１０ｂに接面した状態となっている。そして、左右風向調整板９は支持体１０の軸部
１０ｃを中心軸として回動自在に保持される。
【００４３】
　ここで、左右風向調整板９の向きを支持体１０に対して特定の方向に固定する位置決め
機構について説明する。
　左右風向調整板９と支持体１０との係合状態において、左右風向調整板９が回動すると
、特定の位置（例えば室内機の左右方向に対して直角の正面向き）で支持体１０の係合先
端部１０ｉが左右風向調整板９の座面９ｆに形成された切欠部９ｇに嵌合する。
　係合先端部１０ｉと切欠部９ｇとの円周方向の幅寸法は、略同一となっており、左右風
向調整板９の位置決めの精度が確保されている。
　なお、係合先端部１０ｉと切欠部９ｇとの平面視の形状を略矩形形状とした例を示した
が、実施の形態１と同様に係合先端部１０ｉの形状を台形形状、三角形状、円弧形状等と
することができる。
【００４４】
　実施の形態２に係る支持体１０の片持ち片１０ｅは、左右風向調整板９が回動した際に
、特定の位置（例えば室内機の左右方向に対して直角の正面向き）以外では係合先端部１
０ｉが座部９ｄの外周に乗り上げる形で弾性変形する。
　また、左右風向調整板９が回動して特定の位置となった時には、片持ち片１０ｅの係合
先端部１０ｉが左右風向調整板９の座部９ｄに形成された切欠部９ｇに嵌合し、片持ち片
１０ｅの弾性変形が解除される。
【００４５】
　このように、左右風向調整板９の位置決め機構を特定の位置（例えば室内機の左右方向
に対して直角の正面向き）で支持体１０の係合先端部１０ｉが左右風向調整板９の座部９
ｄに形成された切欠部９ｇに嵌合する構成とすることで、非常に簡単な構成で正確な位置
決めを実現することができる。
　また、左右風向調整板９が回動し、特定の位置以外となっている時には、片持ち片１０
ｅの係合先端部１０ｉが座部９ｄの外周面に乗り上げる形で片持ち片１０ｅが弾性変形し
て座部９ｄが押さえ付けられるため、気流が羽根部９ｂに当たることによるびびり音を抑
制する効果がある。
【００４６】
　このような実施の形態２に係る空気調和機の左右風向調整板９の構成によれば、風向調
整板まわりの駆動機構における組み付けのばらつきがあっても、非常に簡単な構成で風向
調整板を特定の方向に正確に位置決めすることを可能にし、意匠性に優れた風向調整機構
、及びその風向調整機構を備えた空気調和機を得ることが可能となる。
【００４７】
　なお、上記実施の形態１、２では、左右風向調整板９を特定の位置として室内機の左右
方向に対して直角の正面向きに固定する例を説明したが、正面向き以外の方向、例えば左
右風向調整板９が最大角度回転した位置に固定することも可能である。最大角度回転した
位置に固定することで、吹出口からの風圧を受けても左右風向調整板９がずれることがな
い。さらに、複数の固定位置を形成することも可能である。
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　また、実施の形態１、２では、空気調和機の室内機における風向調整板を例に説明した
が、例えば加湿器や除湿機、換気装置の吹出口等、様々な気流の風向を調整する風向調整
板として本発明の位置決め機構を採用することが可能である。
【符号の説明】
【００４８】
　１　前面筐体、２　表示パネル、３　フィルタユニット、４　ドレンパン組立体、５　
熱交換器ユニット、６　送風ファンユニット、７　基台、８　上下風向調整板、９　左右
風向調整板、９ａ　突起部、９ｂ　羽根部、９ｃ　基部、９ｄ　座部、９ｅ　軸孔、９ｆ
　座面、９ｇ　切欠部、９ｈ　溝部、１０　支持体、１０ａ　係合凹部、１０ｂ　支持面
、１０ｃ　軸部、１０ｄ　保持部、１０ｅ　片持ち片、１０ｆ　先端部、１０ｇ　切欠部
、１０ｈ　係合突起部、１０ｉ　係合先端部、１１　連結棒、１１ａ　挿入穴、１２　ド
レンパン部、１３　接続体、１４　モータ。
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